
町
議
会
定
例
会

（
３
月
会
議
）

場
者
を
目
指
し
、
本
年
度
の
開
催

時
期
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
関
係

者
と
協
議
を
進
め
ま
す
。

　

全
町
民
に
対
し
て
、
音
楽
を
通

じ
て
本
物
の
芸
術
文
化
に
触
れ
る

機
会
を
提
供
し
ま
す
。

　

小
学
生
に
は
、
渡
島
西
部
四
町

の
広
域
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
四
町
芸
術
鑑
賞
を
開
催
し
、

生
の
舞
台
公
演
を
体
験
す
る
機
会

を
提
供
し
ま
す
。

■
文
化
財

先
人
が
残
し
た
財
産
と
し
て

貴
重
な
文
化
財
に
つ
い
て

は
、
文
化
財
保
護
法
の
趣
旨
に
基

づ
き
各
保
存
団
体
等
と
連
携
し
保

存
・
伝
承
・
公
開
に
努
め
、
町
民

に
文
化
財
等
保
護
の
必
要
性
を
啓

発
し
ま
す
。

　

本
年
度
よ
り
、
町
長
と
協
議
の

う
え
、
将
来
の
福
島
町
の
文
化
・

歴
史
を
後
世
に
き
ち
ん
と
引
き
継

い
で
い
く
た
め
に
専
門
家
で
あ
る

「
学
芸
員
」
を
配
置
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。
学
芸
員
を
中
心

に
し
な
が
ら
、
課
題
と
な
っ
て
お

り
ま
す
、
古
民
具
や
館
崎
遺
跡
等

の
保
存
・
展
示
の
在
り
方
を
検
討

し
、
方
向
性
を
定
め
議
会
並
び
に

関
係
者
と
の
協
議
を
進
め
ま
す
。

　

同
時
に
、
町
の
歴
史
を
よ
り
分

か
り
や
す
く
ま
と
め
た
「
歴
史
図

書
」
の
発
刊
に
向
け
た
体
制
整
備

の
検
討
を
行
い
ま
す
。

　

国
の
記
録
策
定
等
の
措
置
を
講

ず
べ
き
無
形
の
民
族
文
化
財
に
選

定
さ
れ
て
い
る
松
前
神
楽
に
つ
い

て
は
、
平
成
28
年
度
で
３
年
目
の

現
地
調
査
を
終
え
、
調
査
委
員
会

に
お
い
て
国
指
定
に
向
け
た
報
告

書
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
す
。
本

年
度
に
お
い
て
、
当
該
報
告
書
に

よ
り
国
に
指
定
の
申
請
を
行
う
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
度
は
福
島
大
神
宮

祭
礼
行
列
保
存
会
が
山
形
県
河
北

町
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
全
国
奴

ま
つ
り
」
に
参
加
す
る
方
向
で
検

討
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保

存
会
の
方
針
を
確
認
し
な
が
ら
、

必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

館
崎
遺
跡
の
町
民
Ｐ
Ｒ
の
一
環

と
し
て
、
引
き
続
き
北
海
道
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
協
力
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
縄
文
文
化
に
関
す

る
講
座
等
を
開
催
し
ま
す
。

平
成
27
年
12
月
に
町
長
の
主

宰
す
る
総
合
教
育
会
議
で

決
定
し
た「
福
島
町
教
育
大
綱（
Ｈ

28
～
Ｈ
31
）」
に
つ
い
て
は
、
各

施
策
の
取
り
組
み
状
況
を
検
証
し

な
が
ら
取
り
組
み
ま
す
。

　

以
上
、
総
合
計
画
に
お
け
る
主

な
施
策
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
し

た
が
、
表
記
以
外
の
各
事
業
に
つ

き
ま
し
て
も
概
ね
前
年
度
に
引
き

続
い
た
内
容
を
計
画
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
町
議
会
並
び
に
町
民
の

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
心
か

ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
平

成
29
年
度
教
育
行
政
執
行
方
針
と

い
た
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
町
議
会
定
例
会
３

月
会
議
は
、
３
月
10
日
（
金
）
に

開
催
さ
れ
、
行
政
報
告
、
町
政
・

教
育
行
政
執
行
方
針
、
一
般
質
問

の
ほ
か
、
報
告
１
件
、
議
案
27
件
、

発
委
１
件
、
同
意
１
件
が
審
議
さ

れ
、
議
案
１
件
を
除
き
原
案
ど
お

り
可
決
等
さ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

■�

町
政
執
行
方
針
及
び
教
育
行

政
執
行
方
針
に
つ
い
て

　

 （
２
ペ
ー
ジ
～
10
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。）

▼
報
告
▲

● 

福
島
町
議
会
一
般
質
問
等
答
弁

事
項
進
捗
状
況
調
査
の
報
告
に

つ
い
て

　

 　
福
島
町
議
会
一
般
質
問
等
答

弁
事
項
進
捗
状
況
調
査
実
施

要
綱
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
29
年
２
月
28
日
現
在
の
進

捗
状
況
を
12
ペ
ー
ジ
の
と
お
り

報
告
し
ま
し
た
。

▼
条
例
の
制
定
・
改
正
▲

●�

福
島
町
製
氷
貯
氷
施
設
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

　
 　

製
氷
貯
氷
施
設
は
、
水
産
物

の
鮮
度
保
持
に
よ
り
魚
価
の
安

定
向
上
と
消
費
者
へ
の
安
全
な

水
産
物
の
供
給
を
目
的
と
す
る

施
設
と
し
て
整
備
す
る
も
の
で

あ
り
、
当
該
施
設
の
効
率
的
か

つ
適
正
な
管
理
運
営
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

● 

第
２
次
福
島
町
ま
ち
づ
く
り
行

財
政
推
進
プ
ラ
ン
の
変
更
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
理
に
つ
い
て

　

 　
第
２
次
福
島
町
ま
ち
づ
く
り

行
財
政
推
進
プ
ラ
ン
が
変
更
さ

れ
、
非
常
勤
特
別
職
の
報
酬
の

見
直
し
及
び
町
民
プ
ー
ル
使
用

料
並
び
に
新
緑
公
園
の
野
球
場

夜
間
照
明
施
設
使
用
料
の
見
直

し
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
関
係
条
例
を
整
理
し
ま
し

た
が
、
予
算
審
査
特
別
委
員

会
に
て
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、

内
容
を
一
部
修
正
し
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

● 

福
島
町
個
人
情
報
保
護
条
例
及

び
福
島
町
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用

及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

　

 　
番
号
法
附
則
第
１
条
第
５
号

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
の
使
用
に
関
す
る
規
定
に

つ
い
て
準
用
規
定
の
追
加
に
よ

り
関
係
条
例
を
一
部
改
正
し
ま

し
た
。

福
島
町
教
育
大
綱

〔　〕10
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